
船舶事故等調査報告書 

平成２２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第１０６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年４月１３日（月） １７時２０分ごろ 

発生場所 愛知県半田市衣浦港東防波堤西灯台から真方位０３８°１,８００ｍ付近 

（概位 北緯３４°４９.９′ 東経１３６°５７.３′） 

事故等調査の経過 平成２１年４月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二義
よし

宝
ほう

丸、４.９９トン 

   ＡＣ３－４３９２９（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ モーターボート FUJI
フ ジ

 Ⅱ、５トン未満（長さ６.５６ｍ） 

   ２４０－４４０３７愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、二級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 全損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ１人が乗り組み、前路に他船がいるとは思わずに約１０

～１２ノットの速力で手動操舵により北北西進中、Ｂ船は、船長Ｂ１人が

乗り組み、漂泊して汚れた操舵室の窓ガラスを清掃中、両船は、平成２１

年４月１３日１７時２０分ごろ、衣浦港の可航幅約３００ｍ、長さ約４０

０ｍの水路北口付近において、Ａ船の船首部とＢ船の船尾部が衝突した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

船長Ａは、衣浦港において、海面反射で見通し

が悪くなった状況下、適切な見張りを行わずに北

北西進中、漂泊中のＢ船に気付かなかったものと

考えられる。 

船長Ｂは、事故発生場所付近が夕方は船舶の往

来が少なく船舶交通の妨げにならないと思い込

み、漂泊して窓ガラスの清掃作業に熱中し、見張

りを行わなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、衣浦港において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が漂泊中、Ａ船が

適切な見張りを行わずに航行し、また、Ｂ船が窓ガラスの清掃作業に熱中

して見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

 




